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定期刊行物 公 益 法 人 の た め の 経 営 情 報

1.宗教法人法第23条の「公告」とは？

宗教法人が不動産を売却したり、多額の借り入れをした

りする際、代表役員や責任役員会だけの判断で密かに計

画を進めることは法律で禁じられています。宗教法人法

第23条では、法人が「重要な財産処分等」を行うにあたっ

て、信者やその他の利害関係人に対して、事前にその内

容を知らせる「公告」を行うことを義務付けています。

今回は、どのような場合に公告が必要になるのか、具体

的な手続きの流れ、そして公告を怠った場合のリスクに

ついて詳しく解説します。

2.公告の目的

宗教法人の財産は、信者からのお布施や寄付によって形

成されているという特殊性を持っています。そのため、

法人の根本的な運営に関わるような重要な財産の処分が、

一部の役員の独断で行われると、信者の不信感を招き、

法人の存立基盤を大きく揺るがしかねません。そこで宗

教法人法は、信者や利害関係人の利益を保護し、財産処

分の透明性を確保することを目的に、事前公告を厳格に

義務付けているのです。

3.公告が必要となる5つの行為（財産処分等）

宗教法人法第23条において、公告の対象とされている

のは主に以下の5つの行為です。

該当する行為 実務上の具体例

不動産又は財産目録

に掲げる宝物の処分、

担保提供

境内地・境内建物の売却、譲

渡、宅地への定期借地権設定、

銀行融資のための抵当権設定

借入又は保証

本堂修繕のための長期ローン

の借入、関連組織への債務保

証（※当期収入で償還する一

時借入は除く）

主要な境内建物の新

築・改 築・増 築・移

築・除却等

本堂や庫裏、教会の礼拝堂の

新築、老朽化した建物の解

体、大規模な模様替え

境内地の著しい模様

替え

境内地の一部を大規模に造成

して霊園・墓地へ変更する行

為、山林の切り崩し

境内建物の主要な用

途の変更

これまで礼拝等に使っていた

建物を、外部への貸しビルや

福祉施設へ用途変更する行為

特  集

宗教法人の財産処分の公告

Webサイト

1TH Picks for Association & Foundation 2026.06



4.公告の手続き方法と期間

公告の提示は、人目に付きやすい場所に掲示するように

しましょう。公告を行うにあたっては、「いつ」「どのよ

うな方法で」行うかが重要になります。 また、複写した

ものを保管し、証拠資料として残しておきましょう。

公告のタイミングと期間

公告は、財産処分等を行う1ヶ月前に開始する必要があ

ります。提示する期間については、各法人の「規則」に

従いましょう。公告の初日及び最終日は、一日中でない

限り、期間に算入されない点には注意が必要です。これ

により、信者や利害関係人が計画を知り、必要に応じて

意見を述べるための期間が確保されます。

 

公告の方法

具体的な公告の方法は、普通法人においての定款にあた

る「規則」に定められています。例えば、境内の掲示板

への掲示や機関紙や会報への掲載、日刊新聞紙への掲載

といった方法があります。自法人の規則を確認し、規定

通りの方法で実施しなければ有効な公告とはみなされま

せんので、注意が必要です。

公告に記載すべき事項

「何を、いくらで、誰に売却するのか」「借入の目的と金

額はいくらか」など、行為の具体的な内容を明確に記載

する必要があります。

財産処分公告

このたび宗教法人「○○○○」規則第○条に定める手続を経て、下記のとおり財産を処分することになりましたの
で、宗教法人法第23条の規定によって公告します。

○○年○○月○○日
信者その他利害関係人 各位

所在地: ○○県○○市○○町○丁目○番地
名称: 宗教法人「○○○○」

代表役員: 甲野乙郎 [印]

記

● 処分する財産
（物件） ○○県○○市○○町○丁目○番地 宅地 100㎡（現在空地）
（処分金額）総額 1,000万円

● 処分の目的
（具体的に記載すること）

● 処分の相手方
○○県○○市○○町○丁目○番地 ○○産業株式会社

● 処分の年月日
○○年○○月○○日

● 処分の方法
売却
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5.公告を怠った場合

もし、公告手続を怠ったり、期間が不足した状態で不動

産の売却や担保設定を行ったりした場合、その処分行為

が法律上、原則として無効となります。ただし、処分行

為の相手方が法人の必要手続きを怠っていたことを知ら

なかった場合、例外的に有効なものとされます。

また、宗教法人法第88条3号に基づき、10万円以下の

過料処分を受ける可能性もありますので、宗教法人が財

産処分を行う場合は、公告手続をしっかりと行うことが

必要です。

6.おわりに

宗教法人が所有する財産は、法人の存続と活動の基盤と

なる大切なものです。だからこそ、不動産の売却や借入、

大規模な工事などを行う際は、宗教法人法第23条およ

び各法人の「規則」を遵守し、余裕をもったスケジュー

ルで適正に公告手続きを進めることが求められます。

後日、公告を見ていないと指摘されるトラブルを防ぐた

めには、下記の用意が必要です。

①掲示板の場所がわかるように、法人の入り口（門）か
ら掲示板方向の写真を撮る。

②掲示板に記載してある「公告」の写真を撮る。

③掲示板に記載してある「公告」を見ている方の後ろ姿
から写真を撮る。

また、原則、信者代表者3名から「公告確認証明書」を

作成し、「住所・氏名」の署名を頂くことも事実上非常

に重要です。手続きに少しでも不安がある場合、早めに

所轄庁に相談し、確実な法人運営を心がけてください。

税法上の手続きについては、公益法人部へお問い合わせ

ください。

参考資料

宗教法人のための運営ガイドブック

https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/

kanri/pdf/93980601_01.pdf
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